
次の（１）から（６）の要件をすべて満たしていることとします。

（１） 青森県内に事務所又は事業所を設置していること。

（２） 労働関係法規及び福祉関係法規を遵守していること。

（３）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
　　（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をい
　　う。）若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人又は反社
　　会的勢力と関係を有する者でないこと。

（４）破産法に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法に基づく
　　更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始
　　の申立てが行われていないこと。

（５） その他、法令上、社会通念上又はこどもの福祉の観点から表彰
　　を受賞するに適当でない事由が存在しないこと。

（６）表彰を実施する年度の１０月１日現在において、ひとり親を
　　雇用し、審査基準に掲げる視点での取組を行っていること。

青森県ではひとり親が暮らしやすい環境づくりのため、令和４年度からひとり親の
雇用促進や子育てしやすい環境整備等に取り組む企業・団体を表彰しています。




